
 

 

高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関

する条例をここに公布する。  

平成３０年３月２９日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市条例第１７号 

高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整

理に関する条例  

 （瀬戸市心身障害者医療費助成条例の一部改正）  

第１条 瀬戸市心身障害者医療費助成条例（昭和４８年瀬戸市条例第２６

号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（受給資格者） （受給資格者） 

第３条 ＜省略＞ 第３条 ＜省略＞ 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

４ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれ

かに該当する者は、受給資格者としない。 

４ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれ

かに該当する者は、受給資格者としない。 

⑴ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７

年法律第８０号）の規定による医療を受けるこ

とができる者及び高齢者の医療の確保に関する

法律施行令（平成１９年政令第３１８号）別表

に定める程度の障害の状態にある６５歳以上の

者（その者が高齢者の医療の確保に関する法律

第５０条第２号又は第５５条の２第１項第２号

に該当する者として認定を受けるための申請を

行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除

く。） 

⑴ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７

年法律第８０号）の規定による医療を受けるこ

とができる者及び高齢者の医療の確保に関する

法律施行令（平成１９年政令第３１８号）別表

に定める程度の障害の状態にある６５歳以上の

者（その者が高齢者の医療の確保に関する法律

第５０条第２号に該当する者として認定を受け

るための申請を行う場合は、当該認定を受ける

までの間は除く。） 

⑵から⑸まで ＜省略＞ ⑵から⑸まで ＜省略＞ 
  



 

 

（瀬戸市母子・父子家庭等医療費助成条例の一部改正）  

第２条 瀬戸市母子・父子家庭等医療費助成条例（昭和５３年瀬戸市条例

第３２号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（受給資格者） （受給資格者） 

第２条 ＜省略＞ 第２条 ＜省略＞ 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

４ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれ

かに該当する者は、受給資格者としない。 

４ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれ

かに該当する者は、受給資格者としない。 

⑴ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７

年法律第８０号）の規定による医療を受けるこ

とができる者及び高齢者の医療の確保に関する

法律施行令（平成１９年政令第３１８号）別表

に定める程度の障害の状態にある６５歳以上の

者（その者が高齢者の医療の確保に関する法律

第５０条第２号又は第５５条の２第１項第２号

に該当する者として認定を受けるための申請を

行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除

く。） 

⑴ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７

年法律第８０号）の規定による医療を受けるこ

とができる者及び高齢者の医療の確保に関する

法律施行令（平成１９年政令第３１８号）別表

に定める程度の障害の状態にある６５歳以上の

者（その者が高齢者の医療の確保に関する法律

第５０条第２号に該当する者として認定を受け

るための申請を行う場合は、当該認定を受ける

までの間は除く。） 

⑵から⑹まで ＜省略＞ ⑵から⑹まで ＜省略＞ 

５ ＜省略＞ ５ ＜省略＞ 

  

（瀬戸市精神障害者医療費助成条例の一部改正）  

第３条 瀬戸市精神障害者医療費助成条例（平成１５年瀬戸市条例第１６

号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 



 

 

（受給資格者） （受給資格者） 

第３条 ＜省略＞ 第３条 ＜省略＞ 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

４ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれ

かに該当する者は、受給資格者としない。 

４ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれ

かに該当する者は、受給資格者としない。 

⑴から⑶まで ＜省略＞ ⑴から⑶まで ＜省略＞ 

⑷ 高齢者の医療の確保に関する法律による医療

を受けることができる者で高齢者の医療の確保

に関する法律施行令（平成１９年政令第３１８

号）別表に定める程度の障害の状態にある６５

歳以上のもの（その者が高齢者の医療の確保に

関する法律第５０条第２号又は第５５条の２第

１項第２号に該当する者として認定を受けるた

めの申請を行う場合は、当該認定を受けるまで

の間は除く。） 

⑷ 高齢者の医療の確保に関する法律による医療

を受けることができる者で高齢者の医療の確保

に関する法律施行令（平成１９年政令第３１８

号）別表に定める程度の障害の状態にある６５

歳以上の者（その者が高齢者の医療の確保に関

する法律第５０条第２号に該当するものとして

認定を受けるための申請を行う場合は、当該認

定を受けるまでの間は除く。） 

⑸ ＜省略＞ ⑸ ＜省略＞ 
  

（瀬戸市後期高齢者医療に関する条例の一部改正）  

第４条 瀬戸市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年瀬戸市条例第１

３号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（保険料を徴収すべき被保険者） （保険料を徴収すべき被保険者） 

第３条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次の

各号に掲げる被保険者とする。 

第３条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次の

各号に掲げる被保険者とする。 

⑴ ＜省略＞ ⑴ ＜省略＞ 

⑵ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７

年法律第８０号。以下「法」という。）第５５

条第１項（法第５５条の２第２項において準用

する場合を含む。）の規定の適用を受ける被保

険者であって、病院等（法第５５条第１項に規

定する病院等をいう。以下同じ。）に入院等

⑵ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７

年法律第８０号。以下「法」という。）第５５

条第１項の規定の適用を受ける被保険者であっ

て、病院等（同項に規定する病院等をいう。以

下同じ。）に入院等（同項に規定する入院等を

いう。以下同じ。）をした際本市の区域内に住



 

 

（法第５５条第１項に規定する入院等をいう。

以下同じ。）をした際本市の区域内に住所を有

していた被保険者 

所を有していた被保険者 

⑶ 法第５５条第２項第１号（法第５５条の２第

２項において準用する場合を含む。）の規定の

適用を受ける被保険者であって、継続して入院

等をしている２以上の病院等のうち最初の病院

等に入院等をした際本市の区域内に住所を有し

ていた被保険者 

⑶ 法第５５条第２項第１号の規定の適用を受け

る被保険者であって、継続して入院等をしてい

る２以上の病院等のうち最初の病院等に入院等

をした際本市の区域内に住所を有していた被保

険者 

⑷ 法第５５条第２項第２号（法第５５条の２第

２項において準用する場合を含む。）の規定の

適用を受ける被保険者であって、最後に行った

法第５５条第２項第２号に規定する特定住所変

更に係る同号に規定する継続入院等の際本市の

区域内に住所を有していた被保険者 

⑷ 法第５５条第２項第２号の規定の適用を受け

る被保険者であって、最後に行った同号に規定

する特定住所変更に係る同号に規定する継続入

院等の際本市の区域内に住所を有していた被保

険者 

⑸ 法第５５条の２第１項の規定の適用を受ける

被保険者であって、国民健康保険法（昭和３３

年法律第１９２号）第１１６条の２第１項及び

第２項の規定の適用を受け、これらの規定によ

り本市の区域内に住所を有するものとみなされ

た国民健康保険の被保険者であった被保険者 

 

  

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 


